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再 申 入 書 

 

 

 貴社からの平成２１年７月８日付回答書を拝受しました。当法人からの平成２１年６

月１１日付申入れに対してご対応いただきましたことにつき、まずは御礼申し上げます。 

 貴社の上記回答書によれば、貴社は、当法人が使用中止を求めた、契約解約の際に前

納金額の２分の１を差し引いて返金するとの条項につき、「解約時の返金は、納入金額

から５万円の解約手数料（一律）を控除した金額」に改めるとされ、「当該取扱いは、

条項の変更後に解約がなされた契約であれば、変更前の契約条項による契約者について

も等しく適用する」とされています。 

 しかしながら、解約時に解約手数料として一律５万円を控除するというのでは、改訂

後の条項も、解除に伴い生じる平均的な損害の額を超える損害賠償額を定めるものとし

て、また、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、いまだ消費者契

約法９条１号及び１０条により無効となるものと考えます。 

 したがって、当法人は貴社に対し、再度ご検討されることを求めます。 

以上 

 

 

 


